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更新の結果、６５歳以下については募集パンフレットの月額保険料から、コース、年代、性別により
３円から２４０円下がりました。※６６歳以上の方はパンフレット記載のとおりです。

平成３１年１月更新のグループ保険の月額保険料

12,120人

86.3％

10,640人

75.8％

6,185人

44.0％

三大疾病保障保険

10,714人

76.3％

4,208人

30.0％

4,680人

33.3％

長期所得補償保険疾病医療上乗せ保険グループ保険 医療保障保険 団体傷害保険

契約代表者：公益財団法人 海上保安協会

～平成３０年浜崎巡視船専用桟橋～（提供：石垣海上保安部）



（単位：円）

16～35歳 36～40歳 41～45歳 46～50歳 51～55歳 56～60歳 61～65歳 66～70歳

S58.7.2～
H15.7.1生

S53.7.2～
S58.7.1生

S48.7.2～
S53.7.1生

S43.7.2～
S48.7.1生

S38.7.2～
S43.7.1生

S33.7.2～
S38.7.1生

S28.7.2～
S33.7.1生

S23.7.2～
S28.7.1生

男 6,780 8,040 10,080 13,500 18,660
女 5,160 7,140 8,220 10,740 13,680
男 6,215 7,370 9,240 12,375 17,105
女 4,730 6,545 7,535 9,845 12,540
男 5,650 6,700 8,400 11,250 15,550
女 4,300 5,950 6,850 8,950 11,400
男 5,085 6,030 7,560 10,125 13,995 19,440
女 3,870 5,355 6,165 8,055 10,260 12,600
男 4,520 5,360 6,720 9,000 12,440 17,280
女 3,440 4,760 5,480 7,160 9,120 11,200
男 3,955 4,690 5,880 7,875 10,885 15,120
女 3,010 4,165 4,795 6,265 7,980 9,800
男 3,390 4,020 5,040 6,750 9,330 12,960
女 2,580 3,570 4,110 5,370 6,840 8,400
男 2,825 3,350 4,200 5,625 7,775 10,800
女 2,150 2,975 3,425 4,475 5,700 7,000
男 2,260 2,680 3,360 4,500 6,220 8,640 12,840
女 1,720 2,380 2,740 3,580 4,560 5,600 7,180
男 1,695 2,010 2,520 3,375 4,665 6,480 9,630
女 1,290 1,785 2,055 2,685 3,420 4,200 5,385
男 1,130 1,340 1,680 2,250 3,110 4,320 6,420
女 860 1,190 1,370 1,790 2,280 2,800 3,590
男 791 938 1,176 1,575 2,177 3,024 4,494 7,798
女 602 833 959 1,253 1,596 1,960 2,513 3,745
男 565 670 840 1,125 1,555 2,160 3,210 5,570
女 430 595 685 895 1,140 1,400 1,795 2,675
男 339 402 504 675 933 1,296 1,926 3,342
女 258 357 411 537 684 840 1,077 1,605
男 2,228
女 1,070
男 1,114
女 535
男 1,130 1,340 1,680 2,250 3,110 4,320 6,420
女 860 1,190 1,370 1,790 2,280 2,800 3,590
男 791 938 1,176 1,575 2,177 3,024 4,494 7,798
女 602 833 959 1,253 1,596 1,960 2,513 3,745
男 565 670 840 1,125 1,555 2,160 3,210 5,570
女 430 595 685 895 1,140 1,400 1,795 2,675

男 339 402 504 675 933 1,296 1,926 3,342
女 258 357 411 537 684 840 1,077 1,605
男 226 268 336 450 622 864 1,284 2,228
女 172 238 274 358 456 560 718 1,070
男 113 134 168 225 311 432 642 1,114
女 86 119 137 179 228 280 359 535

（単位：円）

3ｺｰｽ(口)300万円

2ｺｰｽ(口)200万円

1ｺｰｽ(口)100万円

本
人

60コース

55コース

50コース

45コース

40コース

35コース

30コース

25コース

20コース

15コース

10コース

2コース(口)

1コース(口)

7コース

加

入

区

分

死亡または高度障

害のとき【死亡・高

度障害保険金（年

金原資）】

加入できません

※記載の保険料は平成31年1月1日より適用している保険料です。ご自身の年齢群で保険料をご確認ください。

男女とも3歳～22歳までのこども（平成8年7月2日～平成28年7月1日生まれ）

こ
ど
も

一律　210

一律　140

一律　70

5コース

※　3コース

2コース

1コース

配
偶
者

10コース(口)

7コース(口)

5コース(口)

※3コース(口)

性別

保険年齢

※現在3コースで加入されている方（本人・配偶者）の保険料です。65歳以下の方で100・200・300万円(1･2･3コース)への新規加入はできません。

※赤枠内は、本人が66歳以上で300万円以下の保険金額に加入している場合のみ、配偶者は本人加入保険金額の範囲内（100・200・300万円、1･2･3口）で加入できます。

年齢は保険年齢です。

保険年齢は満年齢を基に、1年未満の端

数について6ヵ月以下は切捨て、6ヵ月超は
切り上げた年齢をいいます。

保険年齢

（単位：円）

71歳 72歳 73歳 74歳 75歳 76歳 77歳 78歳 79歳 80歳

S22.7.2～
S23.7.1生

S21.7.2～
S22.7.1生

S20.7.2～
S21.7.1生

S19.7.2～
S20.7.1生

S18.7.2～
S19.7.1生

S17.7.2～
S18.7.1生

S16.7.2～
S17.7.1生

S15.7.2～
S16.7.1生

S14.7.2～
S15.7.1生

S13.7.2～
S14.7.1生

男 4,380 4,848 5,391 6,021 6,765

女 2,136 2,382 2,670 2,988 3,333

男 2,920 3,232 3,594 4,014 4,510 5,094 5,784 6,598 7,538 8,600

女 1,424 1,588 1,780 1,992 2,222 2,482 2,786 3,154 3,598 4,130

男 1,460 1,616 1,797 2,007 2,255 2,547 2,892 3,299 3,769 4,300

女 712 794 890 996 1,111 1,241 1,393 1,577 1,799 2,065

男 4,380 4,848 5,391 6,021 6,765

女 2,136 2,382 2,670 2,988 3,333

男 2,920 3,232 3,594 4,014 4,510 5,094 5,784 6,598 7,538 8,600

女 1,424 1,588 1,780 1,992 2,222 2,482 2,786 3,154 3,598 4,130

男 1,460 1,616 1,797 2,007 2,255 2,547 2,892 3,299 3,769 4,300

女 712 794 890 996 1,111 1,241 1,393 1,577 1,799 2,065

2コース(口)
200万円

1コース(口)
100万円

加
入
区
分

死亡または高度
障害のとき【死
亡・高度障害保
険金（年金原
資）】

本
人

3コース(口)
300万円

2コース(口)
200万円

1コース(口)
100万円

配
偶
者

3コース(口)
300万円

性別

保険年齢



【変更点①】 ご加入内容のお知らせのレイアウトが変わります

≪旧≫

≪新≫

【変更点②】封筒に封入して配布します

お手元に届きましたら、開封し内容をご確認願います。
特にご確認いただきたい部分については次頁を参照願います。



≪ 「ご加入内容のお知らせ」 特にご確認いただきたい部分≫

●生保部分

グループ保険の死亡保険金
受取人をご確認ください。
※グループ保険は死亡・高
度障害の場合に一時金もし
くは年金で保険金を受け取
ることができます。受取方
法は受取人にご請求時に決
めていただきます。

三大疾病保障保険の死亡保険金受取人・指
定代理請求者をご確認ください。
※指定代理請求者とは…加入者本人が請求
できない特別な事情（注）がある場合に、
加入者に代わって保険金を請求することが
できる者(注)加入者本人が、事故や病気な
どで寝たきりの状態になり、保険金のご請
求を行なう意思表示が困難な場合

死亡保険金受取人・指定代理請求者は保険期間途中でも変更すること
ができます。変更をご希望の場合は、最寄りの部署等の庶務担当者ま
でお申し出ください。

●損保部分

疾病医療上乗せ保険・長期所得補償保険について、対象外となる疾
病・症状のある場合は、※１※２等と表記し、加入者証左下欄に、対
象外疾病・症状を記載しておりますので、ご確認ください。



マリアス保険の全制度が年払から月払に変更されました。
保険料は、海上保安協会に登録されている銀行等の口座か
ら引き落とし（毎月27日）していますが、残高不足による引き
落とし不能で保険料が未納の場合、保険契約が失効するこ
とがありますのでご注意ください。

・引き落とし口座を変更する場合は、海上保安協会にお問い合わ
せください。

・万が一、口座引き落としができなかった場合は、海上保安協会か
ら郵便局払込取扱票をお送りしますので、指定期日までに必ず振
込みをお願いします。

期日までに保険料の納付が無い場合、保険契約が失効する恐れがあります！
※給与口座と海上保安協会の保険料引き落とし口座は連動していません。給与
口座を変更されても保険料引き落とし口座は自動変更されませんのでご注意くだ
さい。

●保険料以外のお知らせ（マリアスWEBサイト）

マリアス保険制度を職員、家族及び退職者等に

広くご案内させていただくために、

①マリアスのパンフレット、②ライフプランシミュ

レーション（簡易版）、③海上保安協会への届出

及び請求ガイド等掲載しております。（また、④皆

様からのご質問もメールでお受けすることができ

ます）

是非アクセスいただき、幅広いご利用をお待ちし

ております！

①
②

④

◆◆ 海上保安庁 健康安全標語 ◆◆

（健康標語）

「 良い職場 周りの気づきと 思いやり 」
海上保安庁海洋情報部海洋調査課 鮫島 真吾

（安全標語）

「 安全は 基本動作の 積み重ね 」
海上保安庁交通部整備課 剣持 良彦

※インターネット環境があればどこからでもアクセス可能
例）自宅等のパソコンの場合：
海上保安協会ホームページのトップページにある「団体保険マリアス（加入者専用）」の
バナーをクリックし、マリアスWebサイトにアクセスしてください。（ＰＡＳＳ：19480512）

【マリアスWEBサイトイメージ図】

③


